
センターからのお願い 
 
この事業は、対等な市民同士がルールの中で、

預ける側・預かる側の責任をお互いに持ちな

がら協力し合うことで成り立つ事業です。 
 

会員は約束を守り、お互いに誠意をも
って活動しましょう。 

 
活動は支援会員のできる範囲のこと
に限ります。 

 
お互いのプライバシーを守り、個人情
報を漏らさないように注意しましょう。 

 
会員間の仕事の斡旋、政治や宗教の勧
誘、商品の販売は禁止します。 

 

 

補償保険制度について 
支援活動中の事故に備えて、センターでは

地域子育て支援補償保険に加入しております。

(保険料は市負担) 

補償内容につきましてはホームページをご

確認ください。 

 

助成制度について 
所得税非課税世帯 謝礼金・キャンセル料の

半額(上限月 2千円) 

市民税非課税世帯 

生活保護世帯等 

謝礼金・キャンセル料の

全額(上限月 4千円) 

対象の方はお申し出ください。 

 

幼児教育・保育無償化 
送迎のみの活動は対象外です。 

対象となるかのご相談は国立市役所保育・幼

稚園係へお問い合わせください。 

 

子ども家庭部 子育て支援課 

子ども家庭支援センター 

(市役所 １階 20番窓口) 

ファミリー・サポート・センター 

〒186-8501 
国立市富士見台 2-47-1 

℡ 042-571-8322 

✉ famisapo@city.kunitachi.lg.jp 
 

受付時間 

月曜日～金曜日 (祝日・年末年始除く) 

午前９時～午後５時 
 

お休み 

土曜日、日曜日、 

祝日、年末年始(12/29～1/3) 

 

ホームページ 

右の二次元コードから 

ご覧いただけます。 

 

メール登録 

活動日の報告などに便利です。 

１ 右の二次元コードをスキャン。 

２ 「メール作成画面はこちら」をタップ。 

３ メール画面に切り替わったら、 

「氏名・住所・会員番号」を入力し送信。 
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お問い合わせ・申込は 

電話 042-571-8322 
 

 



 

ファミリー・サポート・センター 

(通称：ファミサポ)とは 
 

子育てを手伝ってほしい方 (利用会

員)と子育てのお手伝いができる方 (支

援会員)が、地域の中でお互いに協力し

ながら子育てをする会員制の事業です。 

アドバイザー(ファミリー・サポート・セ

ンター職員)が利用会員と支援会員の 

仲介・調整を行います。 

 

支援内容 

できること 

◎一時預かり 

利用会員宅、支援会員宅、 

公共施設(子育てひろばなど) 
 

◎送迎 

保育園、幼稚園、小学校、 

学童保育所、習い事        など 
 

 

できないこと 
 

×病児保育 

×子どもの保育以外のこと(家事など) 

×きょうだい以外の子の同時預かり 

×宿泊 

×自動車での活動 

支援活動の流れ 

１ 支援依頼(依頼には会員登録が必要です｡) 

支援活動開始まで概ね 2週間程度要します。 

 

2 マッチング 

アドバイザーが活動可能な支援会員をお探し

します。 

 

3 事前打合せ 

アドバイザー、支援会員、利用会員、利用会員

の子が集まり、顔合わせを行い、活動の詳細を

話し合います。 

 

4 支援活動 

事前打合せの内容に沿って活動します。 

 

5 謝礼金支払 

利用会員から支援会員へ直接、謝礼金を支払

います。 

 

6 報告 

支援会員はセンターへ活動報告書を提出します。 

 

☑ご紹介後は、会員間で日時の調整を行い、

決定した活動日を利用会員からセンターへご

連絡ください。 
 
☑活動内容の変更はセンターを通じて行って

ください。 
 
☑活動日や内容変更のご連絡がない場合、補

償保険の対象外となるおそれがあります。 

謝礼金 

・交通費、飲食代等(実費)は利用会員負担。 

・最初の１時間までは、活動が６０分未満でも 
１時間分支払い。その後は３０分単位で加算。 

・きょうだい預かりは、２人目から半額。ただし、支援 
会員が 1人で子 2人をみられる場合に限る。 
 

キャンセル料 

前日まで 無料 

支援当日 依頼時間の謝礼金の半額 

無断取消 依頼時間の謝礼金の全額 
 
会員になるには 

利用会員 

対象 
市内在住の生後２か月から小学６年生まで 

の子どもを持つ方 
 
登録方法 

センター窓口にご来庁ください。 

入会説明のうえ、申込書を記入いただきます。 

※来庁が困難な場合は電話にてお問合せく

ださい。  
支援会員 

対象 

市内在住の心身ともに健康な２０歳以上の方  
登録方法 

センター主催の研修を受講いただき、申込書

をご提出いただきます。研修情報はホームペ

ージにてお知らせしております。 

利用日 支援時間 謝礼金 

月～土曜 
７～１９時  820円/時 

19～２２時  1,000円/時 

日曜、祝日、 
年末年始 
(12/29～1/3) 

７～２２時  1,000円/時 

 
利用・支援会員の 
両方に登録する 
こともできます。 

 利用理由は 
問いません。 


